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開 会 午後１時 00 分

○村田康助副議長 新城市議会副議長の村田

です。本日、議長職を務めますので、よろし

くお願いいたします。

ただいまから、平成３０年度新城市女性議

会を開会します。

初めに穂積市長から挨拶をいただきます。

○穂積亮次市長 皆様、こんにちは。

大変、緊張した顔が並んでおられますけど

も、どうかリラックスして、もう一度深呼吸

などしていただければと思います。

女性議会、毎年この時期にやっております

けれども、女性の声が市政に反映できるよう

に。また、女性が活躍できる社会の実現を目

指して、この女性議会を取り組んできました。

議会ごとに具体的な成果、あるいは施策に結

びついた事例もたくさんございます。きょう

も皆さん方からいただいた質問の準備、書面

を拝見しながら前部長会議を開きまして答弁

を作成しております。そういう意味で市の全

体の考え方として、私どもの答弁を理解して

いただきたいと思います。

また女性議会では、質問がありました１問

目から市長、私のほうから直接答弁させてい

ただき、なお２問目以降で、もしより具体的

な突っ込んだ御質問があって、私よりも担当

部長が答えたほうが適切な場合、その場合に

は担当部長からお答えをするという形になっ

ていますので、よろしくお願いいたします。

これまでの準備、その他大変御苦労があっ

たと思いますし、なれない用語、なれないい

ろんな想定の中でも、皆さんが時間をつくっ

ていただき、恐らく家族や周りの方の御支援

がなければできない部分もたくさんあったと

思いますけれども、どうかきょうは一日限ら

れた時間でありますが、これまでの準備の成

果も含めまして、存分に声を出していただけ

れば、ありがたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

○村田康助副議長 それでは、これより女性

議会一般質問を行います。

一般質問の通告者は、花畠志保議員、浅井

架那子議員、望月慶子議員、益子アドリアナ

議員、久嶋里奈議員、久保田久子議員、岡島

百合子議員、新田千恵子議員。

以上の８名です。

質問の順序はお手元に配付の一般質問順序

表のとおりです。順次、発言を許可します。

最初の質問者、花畠志保議員。

花畠志保議員。

○花畠志保議員 それでは、私からの質問を

させていただきます。

テーマは「旧姓を使用しやすい職場環境づ

くりについて」です。

私ごとですが、私は今年の２月に再婚をし

ました。１０年間シングルで生きてきた後の

再婚でした。その１０年の間、私が花畠志保

という名前で、家庭や職場や社会で過ごして

きました。なので私にとって名前は、それ全

部で私自身をあらわすものでした。名前が変

わるというのは、少し大げさに聞こえるかも

しれませんが、身を引き裂かれるような、何

か自分が自分でなくなってしまうような、そ

んな気がするのです。

夫婦別姓はまだ認められていないので、戸

籍上の姓は変わりました。でも社会生活上は

姓を変えずに生きていきたいと思いました。

幸い、私の職場では旧姓使用が認められ、現

在は旧姓を通称として使用していますが、市

内で働く全ての人が旧姓使用できるようなそ

んな社会を望んでいます。働く女性からの要

望があってから検討するのではなく、市内全

ての事業所が旧姓使用可能な環境、旧姓を使

用しやすい職場づくりに向けて取り組んで欲

しいと願います。

また、政府は２０１６年に決定した「女性

活躍加速のための重点方針２０１６」におい

て、女性活躍の視点に立った制度等の整備と

して、旧姓の通称としての使用拡大を挙げて

います。住民基本台帳法施行令等を改正する
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ことを掲げています。旧姓を使用しやすい環

境づくりに国も動いているんだなと感じまし

た。戸籍姓と、旧姓の関連性が公的に担保さ

れるため、旧姓を通称として使用する人がふ

えるのではないかと思います。

私と同じ思いの人は、ほかにもいると思い

ます。一人一人が自分らしく生きられる新城

市であってほしいと願います。

なお、男性で姓が変わる方もいらっしゃい

ますが、まだほとんどは女性の側が姓を変え

るので、今回は特に女性の側からの思いとし

て、この質問をさせていただくことにしまし

た。

そこで二つ質問をさせていただきます。

一つ目、市内の全ての事業所で旧姓使用可

能が理想ですが、まだ全て可能ではないと思

います。まずは、新城市役所が率先して行う

ことがよいと考えますが、新城市役所では旧

姓を使用できる仕組みはありますか。

二つ目、住民基本台帳法施行令の改正で、

今後、何がどのように変わるのか、わかる範

囲で教えてください。よろしくお願いします。

○村田康助副議長 市長。

○穂積亮次市長 御質問ありがとうございま

す。また、花畠さんの旧姓の使用に関する思

いもしっかりと聞かせていただきましたし、

女性が活躍する社会、また誰もが自分らしく

生きようという社会の実現のための一つの大

きな課題として、この姓の問題があるという

ことも、よく理解できましたし、またみずか

ら道を切り開いていこうとする意志のかたさ

も敬服をいたしました。ありがとうございま

す。

そこでまず御質問の２点からお答えをいた

しますが、まず最初の新城市役所における旧

姓使用でございますが、これまでのところ新

城市では、旧姓を女性、あるいは男性も含め

て使用するという例は残念ながらありません。

ないというのは、禁止をしているわけではな

く、そうした申請、御相談がなかったことに

もよるわけでございます。しかしながら、今

花畠さんがおっしゃったように、新城市役所

として、率先行動をとること。また、誰もが

自分らしく生きるための一つの大きなテーマ

として、この問題があることを捉えることに

変わりはありませんし、私としては全面的に

ウエルカムでいきたいと思っています。

また国においても、行政機関において職員

の旧姓使用について積極的に使用できる環境

を整えるように省庁の申し合わせもあります

し、都道府県等でもそれに続く動きがござい

ます。新城市役所でも旧姓が通称として使用

できる環境に取り組んでいきたいと思ってい

ます。そんなに難しいことではありませんの

で、申し出があれば、あり次第そのように取

り組んでいきたいと思っています。また、そ

れを職員の皆さんに通知をするというのもし

ていきたいと思います。

次に、住民基本台帳法の施行令の改正で、

何がどのように変わるのかという問題でござ

います。花畠さんの御指摘のとおり、平成２

８年、昨年の５月に出されました政府の「女

性活躍加速のための重点方針」の中で、女性

活躍のための基盤の一つとして、この旧姓使

用が位置づけられています。そこで、住民基

本台帳法施行例というのを改正しまして、住

民基本台帳と、今ではマイナンバーがそれに

連動していますので、住民基本台帳のマイナ

ンバーカードに本人からの届け出により旧姓

を併記する、ともに新しい姓と旧姓とを一緒

に併記することが可能となるものでございま

す。現在は、住民基本台帳法のシステム改修

を行う準備をしているところでございますが、

具体的には住民票の氏名欄という部分があり

ます。住民票には氏名欄があるわけですが、

その中に氏名欄に加えて、「旧姓欄」、旧姓

を書き込む欄ができること。それからマイナ

ンバーカード、お持ちかどうかわかりません

が、マイナンバーカードの氏名の位置に旧姓

氏を併記する、記載ができるようになってい
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るものであります。旧姓の記載については、

希望する方のみが対象となりますので、改正

法令が施行されると、婚姻や離婚等で名字が

変わった方、全員に旧姓が記載されるもので

はございませんので、御本人の届け出、申請

によってそれが記載されるということになり

ます。したがって、言いかえると婚姻時に相

手方の姓に入って、そのまま使っていただい

ても、例えば途中でやっぱり旧姓を使いたい

というふうになったときに、申請をいただけ

れば旧姓がまた記載ができるようになります。

また、その逆もあります。一方の姓だけにし

てほしいということであれば、そういうふう

にもなってございます。いずれにしても、今

までは、どちらかの姓、氏に入るのが法律で

決められていて、それが当たり前として通用

していたわけですが、これからは施行令の改

正によりまして、どちらも自分の判断、御自

分の意思で決め、そしてそれがそのまま台帳

等に記載されるということになります。具体

的には実施を来年の１１月、平成３１年、来

年の１１月ということで平成ではありません

けれども、２０１９年の１１月にこれが施行

開始されるということでございますので、よ

ろしく御理解いただき、また周りの方にも、

もし関心がある方がいらっしゃいましたら、

伝えていただければと思います。

以上です。

○村田康助副議長 花畠議員。

○花畠志保議員 申請すれば、旧姓使用

だったり、マイナンバーに旧姓の併記が可能

ということですが、それを市民の側が知らな

ければ、申請することもできないし、そんな

選択肢があるということもわからないと思う

んですが、市役所のほうには法律が変わった

よ、旧姓が併記できますよということを市民

の皆さんにどんなふうにお知らせしていこう

とお考えですか。

○村田康助副議長 山本市民環境部長

○山本光昭市民環境部長 来年、１１月施行

ということでございますので、来年度になり

ましたら、ホームページ、広報等掲載をした

いと思っておりますし、またティーズの市政

番組もやっておりますので、そういったとこ

ろでもやっていきたいというふうに考えてお

ります。

○村田康助副議長 花畠議員。

○花畠志保議員 穂積市長、ありがとうご

ざいました。とてもよくわかる回答でしたし、

新城市としても私が今回、テーマにさせてい

ただいたことで旧姓が使用できる仕組みが一

歩前進したことをうれしく思います。

個人的なことなので、答えるのが嫌でした

ら答えなくてもいいですが、穂積市長は例え

ば、自分が何かで穂積という姓が変わるとい

うことになった場合、どんなふうに思われま

すか、聞いてもよろしいですか。

○村田康助副議長 穂積市長。

○穂積亮次市長 私は現在、既婚者でござい

ますが、私の妻も旧姓を仕事の中では使用し

ています。名刺も「穂積」は書いておりませ

んので。やっぱり振り返って私のほうを考え

た場合に、やはり男の通例として姓が変わる

ということをほとんど考慮せずに、人生を生

きてきましたが、例えば、今の妻があるいは

別の人を想定として、いつの時点かは別とし

て、愛する人ができて、その人がどうしても

自分の姓に入ってほしいということであれば、

きっと喜んで入るかなと思います。あまりこ

だわっておりません。選挙のときには名前を

間違えないようにしていただければと思いま

す。

○村田康助副議長 花畠議員。

○花畠志保議員 ありがとうございました。

最後です。この場に立って、前を見渡すと男

性の方ばかりなので、穂積市長、ぜひ数年後

には半分が女性になるような、そんな新城市

になるように女性の活躍を下から何とか動か

していただけると、うれしいなと思いました。

以上で、私からの質問を終わらせていただ
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きます。ありがとうございました。

○村田康助副議長 花畠志保議員の質問が終

わりました。

次に２番目の質問者、浅井架那子議員。

浅井議員。

○浅井架那子議員 では私からは「若者の

新城市定住について」、質問させていただき

ます。

現在、人口減少や少子高齢化は日本全体の

社会問題です。新城市でもこの問題は深刻で

あることを、私自身今までの経験で感じるこ

とが多くありました。私は小学校から高校ま

で、この新城で学び育ちました。大学進学の

ため、一度は地元を離れ名古屋で４年間暮ら

しましたが、地元新城が好きだということと、

大学４年生時に参加していた新城市若者議会

がきっかけとなり、就職先は実家からの通勤

が可能なところを選択しました。私と同じよ

うに、一度新城を離れても戻ってくる同世代

はもちろん周りにいますが、多くの人がつい

ている職業として教師や保育士、市の職員な

どが大半で、市外の一般企業に勤めている友

人と話していると、将来の定住地として地元

である新城が選択肢にあることが少ないよう

に感じることが多いのが現状です。

現在新城市では、私も参加させていただい

た若者議会だけでなく、中学生議会や、この

女性議会、市民まちづくり集会などがあり、

そういった市民自治にかかわる地域活動は、

地元愛や新城への理解を深める大変いい機会

になっていると思います。

私自身もそうであったように、定住地とし

て新城市を選ぶ理由の一つに、「その地域が

何となくでも好きかどうか」という気持ちは

必要だと思います。しかし、結婚など自分１

人だけで定住地を決めるのではなくなったと

きに、最終的な定住地として選ぶには、働く

場や子育て環境の充実、公共交通の利便性、

町並みの景観など、さまざまな理由がかか

わってくると思います。そのような複数の理

由を踏まえて考えたときに、現在の新城では

私もこの先、定住地として選ばないかもしれ

ないと考えるとともに、一度地元を離れた若

者が定住地として将来新城を選ぶようになる

ことは、少子高齢化が進む新城にとって大変

重要なことだと考えます。

私がここでお話している「若者」というの

は、一般的に生産年齢人口と呼ばれる層でも

ありますが、例えば２０歳から３０歳といっ

た、就職をして結婚をするぐらいの世代に注

目していただきたいです。新城市のこれから

のために、より効果のある調査や取り組みを

行っていただきたいという願いから、三つの

質問をさせていただきます。

一つ目、１０代・２０代・３０代、年代別

のそれぞれの流出入の現状や、Ｕターン・Ｉ

ターン率などの若者の流出入についての詳し

い調査をされているか教えてください。

二つ目、新城市から流出している若者の推

移や、流出先の地域分布などを調査されてい

るか教えてください。

最後に例えば、若者向け定住アンケートな

ど、現在実施している、またはこれから実施

を検討している若者の定住促進に関する取り

組みを教えてください。

以上です。

○村田康助副議長 穂積市長。

○穂積亮次市長 若者議会の経験等を踏まえ、

この新城をよりよくしたい、またより住みよ

いまち、住み続けられるまちにしたいという

思いの中から、出された御質問と受けとめま

した。ありがとうございます。

まず御質問、それぞれ１、２、３点ござい

ましたので、それぞれお答えをさせていただ

きたいと思います。

まず若者の流出入についての調査でござい

ますか市では毎年、人口動態をしっかりと把

握しており、また年齢別、あるいは行政区別

の人口移動というのも調査をかけています。

その中で、全般的に言えることは、新城市で
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は亡くなった方と生まれてくる方の、いわゆ

る自然の増減をちょっと脇に置きますと、社

会的な増減、出と入りということで言います

と、今は流出のほうが多くなって、転入より

も転出のほうが多い。大体年に３００人程度

流出のほうが多い結果になっております。

その全体を見ますと、非常に特徴的なこと

は、年齢を１５から５歳ごとに区切ってます

けれども、１５歳から２４歳までの世代にお

いて転出が転入を大きく上回っています。出

ていく人が非常に多い、入ってくる人が少な

い。逆にほかの世代、それ以外の世代を見る

と、基本的に転入のほうが多くなっています。

ゼロ歳、１４歳という若い年代と、それから

４０代以降と、中高齢層というのが逆に転出

よりも転入のほうが多くなっている。でも全

体として転出が多くなっているというのは、

実は１５歳から２４歳ぐらいの世代の転出が

非常に、量的に多いということということと、

それから一旦、出て行った方が戻ってくる率

が、またその世代は少ないということが言え

ます。

私どもでは、そうした全体の統計数字にあ

らわれた人口動態とは別に、特に窓口での転

出、転入届をされるときにアンケートをして

いただいて、もちろん答えていただける意思

のある方だけでありますけれども調査をして

います。移動の多い、２０歳から２４歳にお

いて見ますと、転出に伴う理由「なぜ、転出

しますか」という問いに、一番多いのは「職

業上」仕事の都合ということが一番多くなっ

ていて、次は「結婚」というふうになってい

ます。ですので、ライフイベントで言えば就

職と結婚、あるいは出産とか、そうした契機

で転出されるという傾向が非常に高い。また、

むしろ知っていただきたいのは、逆に転入を

してくるケースでもそれは実は一番多いんで

すね。例えば、豊川市や豊橋市から新城市に

入ってくる方もいらっしゃいます。その方々

で多いのはやはり仕事上の都合と結婚という

理由が一番多くなってます。ただ、新城市で

ないのは進学というときの転入というのは、

これは大学等がありませんので、そうしたも

のは少ないです。

国全体の転出移動調査においても、やはり

こうした結婚あるいは就職という契機が一番

その世代にとっても動く一番の動機ですね、

大きいということです。ですので、浅井さん

の御指摘のとおりで個人の意思、自分の好き

嫌いだけではなくて、生活上の都合、あるい

は就職した先、それから結婚した相手との家

族関係をどうしていくか。そうしたことの中

でその土地を選んでおられるということにな

ります。それは、日本は憲法で職業の選択も

移動の自由も認められていますので、一概に

それがいいとか悪いとかいうわけではなくて、

それが実態だということです。それが１点目

の状況です。

それから２点目の流出先の推移のことであ

りますけれども、これは新城市の人口ビジョ

ンというのがあって、それらを見ますと、一

番転出先で多いのは名古屋市。それから２番

目が東京圏。東京圏というのは、東京都、神

奈川県、千葉県、埼玉県、いわゆる１都３県

の首都圏と言われますが、名古屋市と東京圏、

次いで浜松、豊川という順番になっています。

人口の転出入で一番多いのは、単独の市と

して言いますと、豊川市が一番多いんですけ

れども、その世代の大きなくくりで見ますと、

東京圏、名古屋圏、次いで浜松圏というふう

になっています。この傾向はずっと続いてい

る状況でして、大きくすぐに変わるという見

込みは少ないかなと思っています。それから

逆に入ってくる方たちも、やはりそこが一番

多いということですね。それも合わせて理解

いただきたいと思います。

３点目の現在実施しているアンケートも含

めた定住促進に対する取り組みですけれども、

新城市では、５年ごとに住民の満足度調査と

いうものを行っておりまして、そのときには
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中学生にも声かけアンケートを実施しており

ます。そういう中で、「新城市に住み続けた

いですか」という問いを発しますと、多くの

中学生が「住み続けたい」というふうに答え

ていますが、では現実に「住み続けますか」

と聞きますと、実は「住み続けたい、住み続

ける」と答えたのが３割程度に減ってしまい

ます。その理由を聞きますと、住み続けたい

けれども、交通の足、それから就職先という

のがやはり大きな、特に交通の便が悪いとい

う答えが非常に多いです。そうしたことを踏

まえて、先ほど名古屋圏との関係が一番流動

が大きいと言いましたが、新城市では新東名

高速道路が開通したことに伴って、新城・名

古屋間の高速バスの運行事業が始めましたが、

その後、こうした若者たちへのアンケート調

査を踏まえて、通勤・通学に利便があって、

新城市に住みながら名古屋圏に通えるように、

そういう狙いも込めて高速バス事業をやった

ということ。

それから若者議会等で、若者自身にこのま

ちへの愛着をつくってもらい、そして浅井さ

んもそうでしたけども、一度は外に出ようと

思っていた子も逆にこのまちで頑張ろうと思

えるような、そうした環境づくり、あるいは

意識づくりに取り組んでいきたいと思ってい

ます。

それから先ほども言いました企業の立地を

進めていくために、新城の企業、インター

チェンジができましたが、そのところに企業

団地を造成して企業の誘致を図ったり、それ

から先ほど質問の冒頭のお話の中に、周りの

方々を見ても市役所とかそういう人が多いと

おっしゃいましたが、実は新城にもたくさん

の優良な企業があります。現在、新城市の就

労人口というのは約２万６，０００人。その

うち新城市内で働いている、新城市内で雇用

しているのが、２万３，０００人いますので、

実は大変多くの就職の場がないわけではない

ですね。そうしたことをより若者たちに知っ

てもらい、そこへの動機をつけてもらうよう

な企業展ですとか、そうした取り組みをして

います。

今後若者たちの住宅の建設援助や、税優遇

制度、空き家の利活用にも取り組んでいきた

いと思います。それから子育ての面では、国

に先んじて、こども園全部基本料は無償にし

ておりますので、そうしたことも相まって、

これからも若者が住みやすいまちを目指して

いきたいと思っています。

○村田康助副議長 浅井議員。

○浅井架那子議員 穂積市長、詳しく答弁い

ただき、ありがとうございました。

一つ目に対する御答弁での疑問なんですけ

ど、行政区ごとに毎年人口調査しているとい

うことですけども、行政区というとどういう

ことがこちらですぐわからなかったので、御

答弁いただきたいです。

○村田康助副議長 穂積市長。

○穂積亮次市長 はい、新城市の中にはそれ

ぞれ居住の小さな単位で、今規模はたくさん

数件から数百個までありますけれども、例え

ば、今浅井さんのお住まいが新城市にあれば、

新城市何々という地名があって、さらにそこ

からさらにあったりすると思うんですが、そ

ういう字単位、基本字の単位で行政区をつ

くっていて、そこで市への要望事項をまとめ

たり、あるいは市からお知らせをしたりして、

区のまとまりの中で、例えば、ごみ出しだと

か、防災だとか、そういう活動をしておられ

ます。ちょっと啓発とかしてませんでしたが、

そういう単位での人口移動の調査はしている

ということです。

○村田康助副議長 浅井議員。

○浅井架那子議員 ありがとうございました。

私が思っているよりも、新城市として今、

調査などをすごくしっかりされているという

のをこの場で発言することによって、知るこ

とができて、すごくよかったです。私と同じ

ような世代がそういった調査を市がしている
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とか、今すごくわかりやすいデータをいただ

いたので、そういったものをもう少し市民の

方ですとか、若い世代に公表をして危機感と

いいますか、若い力が必要で、そういった形

で働いたり、生活をしていける基盤は整って

いたり、整おうとしているということを発信

していただけると、私自身も若者議会経験者

として、まわりの自分と同じぐらいの世代に

伝えていけたらと思います。ありがとうござ

いました。

○村田康助副議長 浅井架那子議員議員の質

問が終わりました。

次に３番目の質問者、望月慶子議員。

望月議員。

○望月慶子議員 私からは「子育て支援ＰＲ

活動（若年層定住化計画）について」、質問

させていただきます。

私は、平成８年に県教委の「子育てネット

ワーカー養成講座」を受講し、本年まで２２

年間活動しております。その活動の一つとし

て、毎月第２金曜日に行われる新生児・４カ

月児健診時に、ブックスタートとして絵本の

読み聞かせをしております。かつては４０名

ほどの赤ちゃんが健診に来ていましたが、今

では３０名を下回るようになり、出生数の減

少を実感し、大変危惧しております。

本市は人口数が毎年減少し、高齢化が進む

一方で、子育てする若年世帯数は減少の一途

をたどっています。このまま若年層人口が減

り続けると市の存続すらできなくなる危機的

な時代を迎えます。

本市では、近隣の市がまだ実施していない

３歳児から５歳児のこども園保育料及び給食

費の完全無償を本年４月より実施しておりま

す。来年１０月予定の消費税増税時に国、県、

市で保育料を分担し合う幼児保育料無償化案

が今議論されていますが、なかなか実施まで

には問題山積な状態です。それに比べ、既に

無償化されている本市はすばらしいと思いま

す。ほかにも子育て中の世帯を対象にいろい

ろな支援をされています。しかし、残念なが

ら新城市から通勤可能な職場に勤務する近隣

市町村に住む若年層世帯の方たちには周知さ

れていません。

新東名も改善され、新東名の新城インター

チェンジもでき、ＪＲ飯田線、名古屋までの

高速バスの定期路線など交通網も改善され、

東三河、浜松、岡崎、豊田、名古屋までが通

勤可能な地となりました。本市の子育て支援

内容を近隣市町村在住の通勤可能地域に住む

若年層の方たちに積極的かつ有効的にＰＲし

ていく方法を考えてはいかがでしょうか。

このような思いから次の質問をさせていた

だきます。

一つ、新城市のＰＲとして、「子育てする

なら新城市」などアピールできないでしょう

か。ホームページ、シティープロモーション

等で、現在行っているさまざまな子育て支援

策を、市外に向けて積極的にＰＲすることは

できないでしょうか。

二つ目、市と不動産業者が連携して若年層

世帯でも購入可能な価格の住宅地や空き家、

借家含む中古物件住宅を選定し、ＰＲ活動を

展開していくようにできないでしょうか。

以上、御回答をお願いいたします。

○村田康助副議長 穂積市長。

○穂積亮次市長 お話によりますと、平成８

年から県の子育てネットワーカーとして、さ

まざまな活動に取り組んでおられること。特

に４カ月健診の中のブックスタート事業に御

協力いただいているということで、本当に感

謝申し上げたいと思います。その中での日々

の年々の実感から出された御質問と思い、痛

切に感じながらお話を聞きました。

今、お話がありましたように、確かに今現

在、新生児の数は年間３０人以内で推移をし

ています。今後、またさらに減っていくとい

う可能性が考えられますので、さまざまな形

で子育て支援、あるいは子供を育てやすい環

境づくりに全力で取り組んでいかなきゃいけ
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ないという認識を持ちながら、我々の市政行

政に取り組んでいるところです。

そうしたところで今、お話がありました３

歳以上児の基本保育料の無償化を含めて、さ

まざまな子育て支援政策をとっておりますが、

御指摘のように十分にそのことがＰＲされて

いるかというと、必ずしもそうではなくて、

ただいろいろとクチ込み等で、近隣の市の方

から新城市の保育料について、非常に好意的

に見ていただいたり、する例も出ています。

またこの女性議会でも、そうした子育てに

関する情報が住んでいる人にはわかっても、

近隣の方々に伝わっていないのではないかと

いう御指摘が三年ぐらい前ですか、女性議会

でありまして、そこから子育て情報について

の別途のホームページを立ち上げた経緯もあ

ります。子育ての支援策はもちろんですけど

も、子供の利用機関の情報ですとか、あるい

は子育て支援をする仲間のネットワーク、あ

るいはボランティア活動、そうしたものを

ホームページで別途紹介するようなことを始

めました。それも、この女性議会の提案が一

つのきっかけでして、そういう意味では今回

の望月議員の御指摘も積極的に受けとめてい

きたいと思います。

一つの例として「子育てするなら新城市」

というようなアピールをしたらいかがかとい

うことでありましたが、実は「子育てするな

ら何々市」というのは既にいろんなところで

使っておりまして、お隣の豊川市もそんな標

語を使っております。もう少ししゃれたいい

ネーミングがあればと思っておりますし、ま

た新城市の考える子育て支援というのは単純

にほかと比べていいよということではなくて、

むしろ子供とその親、特に母親を含めて子供

とそれを育てる家庭の本当の発達をしっかり

支援していく。それから子育て家庭が孤立す

ることのないように、地域全体で子供を育て

ていこうと、そういう精神でやってきており

ますので、そうしたものを端的に表現するよ

うなＰＲ、あるいは標語というのを我々も考

えていきたいと思いますし、もし望月議員の

いろんな経験や知識の中でこうしたものがと

いうのがあれば、ぜひまた御提案をいただき

たいなというふうに思います。

それから２点目の不動産業者の方と連携し

ての住宅促進、住宅販売促進ですけれども、

市では愛知県の宅地建物取引協会と協定を既

に結んでおりまして、特にこれは空き家の対

策で取り組んでいるところでありますけれど

も、定住促進のために空き家バンクを開設し

て、中古住宅や土地の情報をインターネット

で発信をしています。そのインターネットで

は、単に住宅情報だけではなくて、新城市の

子育て情報、あるいは観光情報、教育情報な

ども合わせてリンクを張りながら市の魅力を

発信するように紹介をしているところです。

ただ、残念ながらこれは空き家バンクにつ

いては、まだ登録件数が少ない状況がござい

ます。住宅が１４件、土地が８件というのが

今の新城市の空き家バンクに登録されている

件数でございます。翻って、空き家住宅とい

うのは全部調べただけでも１，０００件から

２，０００件のオーダーがございますので、

まだまだそれは不足をしているなというふう

に思います。

それともう一つは、住宅を空き家バンクに

登録している方の中で多いのは、住宅を売り

たいという考えの方と、貸したいという方が

あるんですけども、一方で買いたい、借りた

いという方とのマッチングがうまくできてな

いという現状もあります。これはまだ検討課

題でございます。

それから若者の定住の促進することを目的

に、作手地区に長者平団地という団地が、そ

の土地を若者定住のために例えば、子育て世

代の方が移住してきた場合には、何らかの助

成をするとか優遇をするという制度を設けて

おります。これについてはやはり宅地建物取

引業界の豊田、西三河、東三河の各支部と協
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定を結び、販売の仲介をお願いしているとこ

ろです。また、こうした不動産事業者の方と

連携というのは非常に有効だというのを感じ

ています。やはり、その情報というのは、そ

れを専門的に扱っている方に集中して集まっ

てまいりますし、またそこから見えてくる販

売方法の改善点ですとか、あるいは今、若い

人たちは何を住宅に求めているかなど、生の

情報はそこにございますので、そうした連携

はまだまだ不足しているとも感じております

ので、これからさらに連携を強めながら、各

住宅建設の補助制度やあるいは税の優遇制度、

空き家の利活用等の検討を積極的に行ってい

きたいと予定しているところです。

以上です。

失礼します。先ほど、新生児数を３０人程

度と言いましたが、現在、３００人程度で推

移しているところです。失礼しました。

○村田康助副議長 望月議員。

○望月慶子議員 丁寧な御説明、ありがとう

ございました。

ここで一つ質問なんですけれども、市の

ホームページが見にくいという、ちょっとバ

ナーの中に入っても、そこにたどりつけない

とか、そういう何か、これからのホームペー

ジのあり方、いろいろな情報をホームページ

で得る方が結構いるんですけど、子育て中の

世代の方は、携帯でこども園情報というのを

すごく情報源として、受け取っております。

私たちの活動の中でも、先月も人形劇があっ

たんですけども、それも見て応募される方と

か、やっぱりそういうホームページもしっか

りとした、見やすい、検索しやすいホーム

ページづくりはどうお考えでしょうか。お願

いします。

○村田康助副議長 穂積市長。

○穂積亮次市長 はい。その状況は私ども承

知しておりまして、私自身も時々市のホーム

ページから検索をするのですが、なかなかい

らいらすることが多いのが実態です。今、市

のホームページの改善に取り組んでおりまし

て、次年度、もう少し改善をするようにして

いきたいと思います。これについては、やは

りまだまだ不十分なところがたくさんござい

ますので、さまざまな声をいただきながら、

検索しやすい、また見やすい、たどりつきや

すいホームページを作成するように指示して

まいりたいと思います。

○望月慶子議員 ありがとうございました。

都会に住む友人たちから新城、雪は大丈夫

かと冬になると絶対聞かれます。間違った情

報が名古屋の方でもそのぐらいに思っていい

る。新城はイコール田舎で不便な地であると

よく思われているようです。「緑にあふれ、

水がおいしくて、星がきれいなすばらしい環

境だよ」って、一生懸命アピールするんです

けど、「えー」て言いながら来ると、「ああ、

ここに住みたいわ」、そういうのがすごく声

が多いです。そういうのをどんどん発信して

いただけると、本当に笑顔のあふれる、子育

てができる市として、私たちも胸を張って住

んでいられると思います。

それから市と市民が共通理解の上で、ＰＲ

活動して、「子育てするなら新城市」なんて

いう普通のありきたりのキャッチフレーズ

じゃなく、公募も含めていろいろな方から本

当にいい、心に響くインパクト大のキャッチ

フレーズを希望して、質問を終わらせていた

だきます。

○村田康助副議長 望月慶子議員の質問が終

わりました。

次に４番目の質問者、益子アドリアナ議員。

益子議員。

○益子アドリアナ議員 今日参加することが

できて、ありがたく思っています。非常に緊

張していますので、通訳のタイッサさんにサ

ポートいただきます。

それでは質問させていただきます。テーマ

は「新城市に暮らす外国人の問題について」、

タイッサさんにお任せします。
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○益子アドリアナ議員通訳 通訳者のタイッ

サと申します。今からはアドリアナさんがす

ごく緊張していますので、通告書を読ませて

いただきます。

通告書は、アドリアナさんが書かれました

ので、私はアドリアナさんですね。アドリア

ナさんは、私は、２０年前に夫と長男の３人

でブラジルから日本へ来ました。その後、新

城市で長女を出産し、新城市内の学校へ通わ

せながら子育てをしています。今、下の子は

高校受験に向けて勉強を頑張っており、上の

子は社会人として働いています。子供たちは

日本社会で、日本語を話し、親の私たちより

も日本になじんで生活しています。

そんな私たちが「出稼ぎ」として日本に来

たばかりの当時は、異なった文化や言語にな

れることはとても大変でしたが、５年ぐらい

働いたらブラジルに帰る人がほとんどでした

ので、大きな問題ではありませんでした。

時は過ぎ、２０年前に日本へ来た「出稼

ぎ」たちの間で家族ができ、家を買い、今で

は日本永住権を持つようになりました。しか

し、「出稼ぎ」たちは日本語を話せず、また、

その子供たちが両親の母国語を話せないため、

親子で会話をすることが難しくなってきてい

ます。そして、その子供たちが日本での生活

のことで誰に相談してよいのかわからない状

態になってきているのです。

そして、高校生の妊娠、また、それを理由

とする高校中退がふえてきています。仕事を

持たない十代の親を持つことになるその子供

たちは、社会に通用する人間になるでしょう

か。貧困が貧困を生む状態が続いてしまうの

ではないかと心配です。大きな問題となる前

に、今のうちに何か手を打てたらと思います。

名古屋には、ＮＰＯ法人のＳＡＢＪＡとい

う団体があり、外国人が日本社会に適応する

ためのさまざまな分野の応援をしています。

ポルトガル語でプロのカウンセラーに相談も

できるので、近くにあったらいいなと思って

います。また、ブラジル人同士でも助け合え

たらと思い、現在「ママカフェ」を自宅で開

いています。日本に来たばかりの人々も招い

て、困ったことがあったら相談し合える場と

して利用しています。もっと広い場所でもっ

と多くの人を招きたいなと思います。

そして、日々感じていることとして、市か

らの情報がもっと欲しいということです。多

くの外国人は、先日の台風のときに避難所が

開設されたことを知りません。花火大会や新

城ラリーがどこで見られるのかも知りません。

さまざまな情報をＳＮＳなどで発信してもら

えると、非常にわかりやすくていいなと思い

ます。

市役所と私たち外国人市民が一緒になって

取り組めば、お互いのトラブルが減り、より

暮らしやすくなるのではないかと思っていま

す。

これからは、アドリアナさんに質問させて

いただきます。

○益子アドリアナ議員 １番、名古屋のＳＡ

ＢＪＡまで相談に行くのは大変で、せめて月

に１回でも新城市に派遣してもらうことはで

きますか。

２番目、情報交換の場として現在「ママカ

フェ」を自宅で行っていますが、もっと多く

の人が集まれる場所を設けることはできます

か。

３番目、市のポルトガル語のフェイスブッ

クページを開設し、市役所からのあらゆる情

報を発信することは可能ですか。

お願いします。

○村田康助副議長 穂積市長。

○穂積亮次市長 まず、今日という日は、新

城市にとって記念すべき、記録に残る一日に

なると思います。というのは、外国人の居住

の方が市議会に初めて質問に立ったからです。

そしてまた女性議会でも在住の外国の方、ア

ドリアナさんが今回、初めて質問に立ってい

ただきました。その勇気に心から敬意を表す
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るとともに、こうした姿が当たり前になる

日々がもっと多く来るといいなと思って聞き

ました。

そこで御質問の３点にお答えをいたします。

まず最初のＳＡＢＪＡの件ですけれども、私

どもアドリアナ議員から御質問をいただくま

で、ＳＡＢＪＡという存在をよく知りません

でした。この質問が契機になって、担当のほ

うでＳＡＢＪＡについて情報を集めました。

これはＳＡＢＪＡのリーフレットです。アド

リアナ議員自身もこのＳＡＢＪＡについての

理解が実態とちょっと違うかもわからないん

ですけども、ＳＡＢＪＡの本部は東京にある

んですが、お聞きしたところ名古屋に実は事

務所そのものはないんです。ただ、名古屋の

ブラジル領事館が在住ブラジル人の心理相談

を行っていて、それをＳＡＢＪＡというＮＰ

Ｏ団体が委託を受けて行っているということ

でした。

ＳＡＢＪＡのほうに新城市で可能かという

ことをお聞きしたところ、可能だとお答えを

得たところです。ＳＡＢＪＡの相談員１名、

これは豊橋市におられるということですので、

今後、ちょっと早急に相談をして先方の御都

合もありますし、それから費用面をどうして

いくのか、行政もとして詰めなければならな

いところは多々あると思いますが、御指摘の

とおり今の新城市に在住するブラジルの方を

初めとして、外国人の方が言葉の問題、ある

いは子育ての問題、仕事の問題等々で大変困

難な状況に置かれた場合も多々ありますし、

それが単に経済的な困難だけでなしに、心の

問題まで含んできますので、それについて

しっかりとした相談体制ができるように、Ｓ

ＡＢＪＡさんも連絡をとりながら、何とか新

城市でもできないか、できる方向で考えてい

きたいと思います。情報提供に感謝をしなが

ら、まず１点目でございます。

それから２点目の「ママカフェ」をアドリ

アナ議員さん自身が開いておられるというこ

とで、それについても本当に敬意を表したい

と思います。今、現在お隣にいる国際交流員

のタイッサさんとともに、こども未来課に赴

いて、こども園等々現場でもいろんな相談に

乗っていただいていると思うんですけど、ま

だまだ声を上げた方には相談に乗れるんです

けど、声を上げられない方、上げ方のわから

ない方、それからそもそも情報から完全に孤

立している方というのもたくさんお見えです

ので、そうした方々にも気軽に相談ができる

ような場づくりというのが我々にとっても大

きな課題だと思っています。

新城市では、現在子育て世代包括支援セン

ターというのをつくっていて、子育てをして

いる家庭全体をいろんな面からバックアップ

する、そういう組織を市役所の中でもつくっ

ていますが、その子育て支援センターの中で

ブラジル人の子育て家庭の皆さんが気軽に悩

み事を相談することができる場の開設に向け

て、検討を始めたいと思います。ぜひまたそ

のときには、アドリアナ議員のいろんな情報

ネットワーク等々教えていただき、どうする

のが一番有効なのかについて、お知恵をおか

りしたいと思いますので、ぜひ協力をしてい

ただきたいと思います。

３点目も同じことなんですが、ブラジル、

ポルトガル語でのフェイスブック開設は、も

ちろん開設は可能です。可能ですが、言葉の

能力については、新城市の市役所にはポルト

ガル語に熟達した人間がおりませんので、そ

の点でもタイッサさんはもちろんですけど、

アドリアナさん、それからブラジルの相談員

をしていただいている方々も含めて、御協力

を仰がないとならないと思います。そうした

方々の御協力を得て、もしもそうしたフェイ

スブック等が開設ができれば一歩踏み出して

いきたいと思っています。

いずれにいたしましても、きょうのアドリ

アナ議員が御質問いただいたことが新城市の

市政の歴史に刻まれる一歩でもありましたし、
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こうした共生、ともに生きていく、同じ住人

の仲間として、国籍の違いに変わりなくきず

なを深められるように市も取り組んでいきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

以上です。

○村田康助副議長 益子議員。

○益子アドリアナ議員 穂積市長、ありがと

うございました。御返事どうもありがとうご

ざいます。外国人について、考えてくださっ

て、どうもありがとうございました。

以上です。

○村田康助副議長 益子アドリアナ議員の質

問が終わりました。

この際、２時１５分までを休憩とします。

再開を２時１５分としますので、よろしくお

願いします。

（休憩）

○村田康助副議長 休憩前に引き続き、会議

を開きます。

女性議会、一般質問を続けます。

次に５番目の質問者、久嶋里奈議員。

久嶋議員。

○久嶋里奈議員 それでは通告書に基づき、

「災害避難所等について」私から質問させて

いただきます。

昨今、各地域で大きな災害が起きています。

９月３０日に新城市にも影響を及ぼした台風

２４号。中部電力管内、愛知県内で約２３万

２，０１０戸の大規模な停電が起こり、私の

住む地域作手にも約３日間停電が続きました。

その中、作手地区は１時間に１０２ミリの猛

烈な雨が観測され、記録的な短時間大雨情報

も出されました。しかし、停電のため１０月

１日夕方ごろには携帯電話の電波もなくなり、

情報も入手できず、また発信すらできなくな

りました。家族、近所などでお互いに助け合

うことで乗り越えたこともあるかと思います

が、特にひとり暮らしの御高齢の方は、助け

を呼びたくても連絡できず、きっと不安も多

くあったかと思います。

これらの出来事は、今後、発生が予想され

る南海トラフ地震を初め、多くの災害でも想

定されます。作手地区は指定避難場所として、

旧小学校４校などがありますが、台風接近時

にまず開設されるのは、作手中学校の体育館

です。建物としては古い体育館で雨漏りもひ

どく、現状避難される方は少ないです。避難

しやすい場所であるのか、避難して安全な場

所なのか、雨の音が響き不安に感じる場所で

はないのか、いま一度検討していただきたい

という状況にあったかと思います。幸い、今

まで避難しなくても助かっていたという状況

にあったのかと思います。今後、考えていく

とまだ指定緊急避難場所、緊急避難所として

指定されてはいませんが、新たに建設された

つくで交流館、作手小学校には多くの人が集

いやすい環境かと思います。

シングルマザーの私が子供たちを作手に残

して、豊橋などで働いたり、作手のように僻

地から新城市街地や、他市へと仕事に向か

う方が多いと思いますが、外に出ているとき

に災害が起こった場合、帰宅経路などを確認

する方法などはあるのでしょうか。

これに基づき、私から三つ質問させていた

だきます。

自主防災などの訓練を繰り返し行っている

災害意識の高い地域と、低い地域など格差も

あると思います。実際に災害が予想されると、

防災行政無線などを通して早く避難所も開設

されていますが、より安全に多くの方が防災

意識を持ち避難する方法は格差をなくすよう

に新城市全体として考えられているのでしょ

うか。

二つ目、土砂災害などが起きた際、作手の

ように僻地から新城市街地、他市に仕事へ出

ている方や学生などは、どこの道を通り帰宅

することが可能なのか、通信ネットワーク使

用不可の場合、ホームページ以外にも情報を

知り得る方法などはありますか。
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三つ目、作手地区は作手中学校が最も早く

避難所として開設されますが、指定緊急避難

場所、緊急避難所として新たにつくで交

流館、作手小学校が開設されて行く予定はあ

りますか。

以上、御回答よろしくお願いいたします。

○村田康助副議長 はい、穂積市長。

○穂積亮次市長 久嶋議員さんは実際の、２

４号を初めとした災害の実体験に基づきなが

ら、同時に地域全体のことに目を配っていた

だいて、他の世代の方の状況も含めて、非常

にしっかりしたお考えのもとで、この質問を

していただいたことがよくわかりました。感

謝申し上げたいと思います。

まず第１点目のことですけども、自主防災

会が各地で組織をされていますが、当然この

自主防災会のあり方というのは、各それぞれ

の地域ごとによって、力の差、あるいは意識

の差が当然ございます。市では、毎年８月末

に新城市の自主防災訓練を行っていますが、

この訓練日においては市内のほとんどの自主

防災会が参加をしていただいて、皆さんそれ

ぞれ真剣に、それぞれの地域に合った防災訓

練をしていただいておりますので、新城市は

比較的、そういう意味では地域の防災意識は

高いほうじゃないかと思いますが、それでも

ばらつきというのは当然出てこざるを得ませ

ん。ですので、多くの方が防災意識をもち、

避難する方法というのをしっかりと考えてい

くというのは、本当に大切なことだと思いま

すが、その際にやはり我々が特に注意をはら

わなきゃいけないのは、地域のことを地域の

方自身がよく地域の状況を熟知して、そして

それぞれの地域に合った避難行動や避難場所

というのを自主的に決めていただく。自分た

ちのことをお互いに助け合うというか共助と

いいますけれども、そうしたものが根底にな

いといけないなというふうに、私ども強く理

解しています。

作手地区でいいますと、最近では野郷とい

う地区で防災マップを自主的につくられまし

た。それを私も拝見したんですけれども、大

変すぐれたもので、市の指定避難所等にかか

わりなく、地域の中をずっとくまなく皆さん、

歩いて危ないときにはここに避難をしよう。

あるいは、この家を目印にしようというのを

かなり細かい範囲で決めておられます。こう

したことが今後の地域防災にとっては、不可

欠なものだと思っています。ですので、こう

した動きを加速するとともに当然、市でも避

難行動について、しっかりとした避難行動に

移せるような体制づくりを構築していかな

きゃいけないな。

先ほど避難情報が出て、避難所に指定され

ても幸い今までそんなに多くの方が避難して

いないというお話があった。それは確かに、

幸いな面もあるんですけども、私どもの側か

ら見ると少し、じくじたるというか、残念な

思いもあります。というのは「避難してくだ

さい」と呼びかけても、実際に避難される方

は少数に留まってしまっているということ。

それにはやはり、避難指示が出てから実際に

それを聞いて、避難の行動に移るというのに

は、やっぱり人間何かのきっかけ、後押しが

必要になると思いますね。そうしたものをそ

れもやはり近所の助け合いとか、声かけ合い

が一番の協力なものだというふうに各地の災

害の事例から思っていますので、地域と市と

の連携の中で防災意識をくまなく高めていく

ような方策を考えていき、構築をしていきた

いと思っています。

また市では、防災講話ですね。防災安全課

が中心になって、地域に「お出かけ講座」と

いいまして、地域に出向いていって、防災に

ついての話を地域の住民の皆さんにさせてい

ただく制度を設けています。これは、市の

ホームページ、先ほど見にくいというお話が

あったんですが、直接電話でお問い合わせで

も結構ですが、お求めがある限り行政地域で

あろうと、学校であろうと、任意の団体であ
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ろうと、防災の話をしに来てほしいと言えば、

飛んでまいりますので、その中でいろんな事

例や経験などを含めて、わかりやすく防災の

話をさせていただきたいと思います。そうし

たものを活用していただきながら、地域の防

災意識をみんなで向上させていただけねばな

らないなと思います。

それから２番目のことでございますけれど

も、通信ネットワークや使用不可能な状態と

いうお話がありましたが、そうなりますと携

帯電話、スマホ、インターネットの環境も含

めて厳しくなってございます。それから先ほ

ど言ったように、電源が落ちたりした場合に

は、携帯の基地局も機能しなくなってしまい

ます。それから防災行政無線も当然、不通に

なってしまう。防災行政無線は乾電池でバッ

クアップできるんですけども、それも今の段

階では新しい、新品のものを入れても８時間

ぐらいしかもたないというのが実情ですので、

全くその情報が途絶をした状況というのは、

残念ながらその状態の中で、的確な情報を得

る手段というのは、現在のところないという

のが実情です。防災ラジオというのがありま

して、ラジオＦＭ等でそれを聞くという方法

がありますので、テレビとかラジオが通じれ

ばいいのですが、テレビは電源が無ければだ

めですが。ラジオの場合には電池があれば聞

ける場合がありますので、それでどの程度Ｆ

Ｍがカバーできるかという問題があるとして

も、あらゆる可能性を想定した準備をそれぞ

れがしていただくということがまず基本にな

ると思います。

その上で、もしもほかの情報手段収集がな

くて、例えば、すぐ近くに避難所が開設と

いった場合については、避難所は基本的に職

員が配置されていますので、職員が災害対策

本部と連絡をとり合っています。災害対策本

部との間の連絡というのは、もちろんこれも

電源がなくなれば全く機能しなくなる場合も

あるのですが、この台数が限られているとは

いえ、衛星携帯電話という装備もある場合が

あったり、あるいは消防の連絡通信網が生き

ていた場合には、それを通じて情報共有がで

きたり、あるいは防災行政無線の基地局のそ

れぞれの行政区単位での子局、子供の局とい

うのがありますけど、それで通信ができる場

合にはそこでできたりしますので、ある意味

では一般の住民の方よりも情報を持っている

可能性はあります。ですので、そこで情報を

得るという方法が完璧ではありませんが、可

能性としてはあるかなと思います。

台風２４号は、お話のように停電が３日間、

４日間続いたという異例の事態でしたが、同

時にその中で、逆に言うと私どもの能力の限

界というのがよくわかった訳です。市のほう

で、可能な限り情報伝達いたしますが、それ

もおのずから能力の限界がある。そういう中

で、御家族との連絡が不通になったり、家に

置いてきたお子さんのことが心配になったり、

どの道を通って帰ったらいいかわからないと

か、多々あると思いますが、そのときには、

最悪の場合を想定して家族間でいろんな取り

決めをしていただくこと。小さなお子さんの

場合、どこまで理解できるかは別として、こ

うなった場合はこうするんだよと、ここで待

ち合わせるんだよとか、いろんなことを取り

決めをしていただかなければいけないかなと

思います。

ただ、いずれにしても今回の台風を教訓に

して、市でも我々もできることと、できない

ことをしっかり住民の皆さんにお示しをし、

お互いに補い合っていくという体制づくりが

必要かと思います。

道路の情報については、市以外でも県道で

あれば、愛知県のホームページ情報、あるい

はテレビ、ラジオ等がございます。携帯電話

が不通の所から、ちょっと外に出ていただい

て通じるところに行っていただいて、連絡網

を確保するという方法もあると思いますが、

いろいろなケースを考えていただきたい。た
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だ、最悪の場合には市での情報が伝達できな

いという場合があるということも、御理解い

ただきたいと思います。済みません、時間が

ちょっと超過しています。

最後ですが、結論で言えばつくで交流館、

作手小学校も避難所として、検討する余地が

ございます。その場合には、作手中学校それ

から旧の開成・巴小学校、それから作手高校

ですね。今の新城高校の作手校舎、この部分

も今避難所になっていますので、それをある

程度、整理をしなければいけないと思います。

どうしても限られた人員の中で避難所を運営

しますので、その限られた人員の中でやると

なると、どこかで再編したり、統合したりす

る必要があると思いますが、今全地区で避難

所のあり方について、もう一回、見直しをか

けていますので、作手の中心地についても同

様にしたいと思います。

ちょっと長くなって済みません。

○村田康助副議長 久嶋議員。

○久嶋里奈議員 穂積市長、ありがとうござ

いました。

私たちもやはり不安を抱えながら、田舎と

いう山の中で育っているところではあるので、

やはり不安はあります。いまだになぎ崩れの

ままの場所もあります。水も出てます。道路

も崩れるのかなという不安もあります。でも

情報をいろいろ得る場所を与えていただける

と、やっぱり安心はします。なので豊橋に私

も行ってますが、豊橋の避難所に行っても、

情報を確保できないかなとか、ちょっと不安

に思うところもありますが、またいろいろ

ホームページも改善されるようにしていただ

いて、情報を本当に得れる場所をつくってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

私からの質問を終わります。ありがとうご

ざいます。

○村田康助副議長 久嶋里奈議員の質問が終

わりました。

次に６番目の質問者、久保田久子議員。

久保田議員。

○久保田久子議員 「女性議会の通常開催の

申し入れ、あり方について」お尋ねいたしま

す。

これまでの、女性議会で取り上げられてき

た案件を拝見し、女性ならではの細かく見え

づらく明るみに出ない問題点を取り上げてき

ていることがわかります。生活者のすぐそば

にある問題や不安や疑問。不便だと思いつつ

も、嫌だと思いつつ、困っている、でも仕方

がないと心にしまうものや、言いたくてもど

こへ行ったらいいのかわからない。そうやっ

て、耐えしのぐ方が多い中、声を上げ、問題

に立ち向かおうとすることは、私たちの生活

をよりよくするためでもあり、女性の観点か

ら見ているため、子供たちの生活まで行き届

くことになり、女性議会のあり方は本当にす

ばらしいと思います。

しかし、問題点や疑問などを解決しようと

この女性議会があるのにもかかわらず、数カ

月の日程、一回の議場では何の解決にもなら

ず、ただのパフォーマンスのように感じます。

一つの疑問からいろいろな疑問も生まれ、根

本的な要因に至るまでたくさんの情報と時間

がかかります。話し合いをする中から、既に

あった解決策や、ほかの市にはない独自の政

策などを改めて知るいい機会にもなります。

女性は、子育てに忙しい、仕事も家事もと

言われますが、決してスーツを着て、机で話

し合いをすることだけが、議会とは限りませ

ん。女性議会のスタイルを会議室には持って

こず、今ある各スタイルのコミュニティ、世

代別のコミュニティなど、ママさんからシル

バーさんまでのコミュニティに女性議会の

ネットワークをつなげることによって、今ま

での市の生活にかかわり合いの少なかった女

性の声が届くようになり、生活にリアルに直

結している女性の考える、市への要望・希

望・問題点などが明るみに出され、現状への
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理解・改善の要請が生まれ、住みやすくする

ために自分たちが声を上げる市民自治に直結

してくるような気がします。

そして、コミュニティがつながることに

よって、例えば世代別から実体験のアドバイ

ス、今の時代の新しい情報を取り入れられる

のであれば、悩みや不安、そして支援への疑

問、要望も解決の糸口をつかむいいチャンス

を得ることにもなります。女性議会がただの

名ばかりのパフォーマンスではなく、本気で

この市をよくしていこう、そして市民全体が

助け合い、思いやりの持てる市民自治の一環

になるよう通常開催をお願いしたいのです。

つけ加えます。コミュニティとお話をして

いましたが、具体的にＰＴＡ、父母の会、マ

マサロン、外国人サロン、各地域の女性部会、

子育てネットワーカー、そしてボランティア

団体、信念を持って活動されている団体のこ

とを示しています。その団体が集まる会議を

コミュニティとお話ししています。

質問です。一つ目、「女性議会」という名

称、「議場での発表」など、かたい言葉で

ハードルを高く上げているような気がします。

ですので、女性議会の参加を一人一議題とす

る今のスタイルではなく、各コミュニティか

らの意見、質問、要望、現状確認など、グ

ループでの参加を認めていただくことはでき

ませんか。

二つ目、短期間では、要望だけの一方通行

で、出される返答も現状の確認で終わってし

まう気がします。問題や改善要望は、たくさ

んの現状を私たちが知ることから始まります。

そのためには、時間をかけて会議をしたり、

意見を聞いたりする必要があります。短期間

のパフォーマンスではなく、真剣に問題と向

き合う、一年を通して問題を改善、納得でき

るよう、若者議会のように通常開催をしてい

ただけませんか。

以上、御回答をお願いします。

○村田康助副議長 穂積市長。

○穂積亮次市長 これまでの女性議会のあゆ

みをしっかり見ていただき、またそこの議場

で登壇されたこれまでの女性議会議員の皆さ

んへのリスペクトも含めて、熱い思いを聞か

せていただいたと思います。ありがとうござ

います。

質問に直接お答えをいたしますけれども、

まず女性議会に、いわゆる個人参加だけでは

なくて、グループにというお話がありました。

これは、この女性議会に個人単位ではなくて、

いわゆるグループ代表とかコミュニティ単位

だとかの意見を集約されたものが出てくると

いうふうに理解をしますと、そうした形もあ

り得ると思います。これについてはまた来年

度以降の女性議会のあり方について、検討す

る中でもしもそうした方法のニーズが強くあ

り、また有効な手段であるというふうに皆さ

んがお考えになれば、それもあり得る、十分

にあり得ることだと思います。

いずれにしても、この女性議会は、女性議

会という名を打ちながら、幾つかの先進事例

を参考にしながら女性の声が届く、女性が活

躍できるまちをつくっていく。若者議会と時

期を同じくして出発したわけですが、若者議

会はちょっと組み立て方が違っていて、予算

が付与されているわけではありません。通年

でやるわけではないので、そういう意味では

一回の話というふうに見られがちでもありま

すし、そうならないように注意をしたいと思

うんですけれども、その中で始まったもので

あり、ある種の試行錯誤をしています。私も

この女性議会が一回の女性議会で全て女性の

声が聞けたなどとは誰も思っておりませんし、

それで問題解決するわけでもないと同時に、

女性が市政、あるいはまちづくりに参加する

チャネルというのは多様に実はあります。地

域のこと、各団体のこと、ひいては議会の場、

市議会ですね。の場というのもありますし、

先ほど男ばかりと言われましたが、市長にな

られてもいい訳ですし、そういう意味では、
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実は可能なコースはたくさんあるんですが、

なかなかそれを本当に総力を挙げて女性の声

を結集するというふうにはまだ至ってないの

も実情ですので、そういう意味ではいろいろ

な多様なチャネルを使っていただくとともに、

そのネットワークが一つの声になって、大き

く日常的に市政の中に反映する仕組みづくり

として、女性議会のあり方も改善ということ

で考えていけるものがあれば、考えていきた

いなと思っていました。

それから２点目でありますけれども、１年

を通して、通常開催ということであります。

これについては、幾つかハードルがあるかな

と思います。若者議会の場合には、非常に会

議の回数が多くて、大変なんですけども、同

時に若者の特性である多少時間があるよと、

それから何かの時間を削りながらでもやれる

という場合がありますが、広く女性議会と

いった場合に、果たしてそれだけの時間的な

補償ができるかというようなことは確かに

多々あるかなと思います。ですが、女性議会

のあり方として、今の年に一回の開催でいい

のかという議論は当然、あり得ますので、そ

れについて改善点等を見つけ出していきたい

とは思います。

と同時に、今回、経験されてどのようにお

感じになるかわかりませんが、少なくともか

なり準備をされていて、夏ぐらいから集まっ

て勉強されて、質問を練られて来られたと思

います。その中でのやりとりがあり、そして

私どもも女性議会で出たことについては、可

能な限り施策を取り入れるものは取り入れる

ようにして参りましたし、これからもそうし

ていきたい。あるいは、女性議会の中で初め

て、気づかされた問題も多々あります。そう

いう意味では、この女性議会というのは非常

に大きな場だと、私たち自身は認識していま

すし、そしてその体験者というのはもう既に

数年分ありますので、その方たちの意見をも

う一度集約をして、女性議会のあり方を検証

して、よりよいものにしていこうということ

については、一歩踏み出していきたいなとい

うふうに思っています。

ですので、またいろんな感想も含めて、お

聞かせいただくこと。それから、若者議会の

場合に予算をつけたんですけども、ここには

一つの意味合いがあって、若者というのは年

代的に言って、男も女もないのですけれども

３０歳までと一応区切ってます。というのは、

今日本の選挙制度では、３０歳を超えるとど

の選挙にも出れるわけなんですね。知事選挙

から、参議院選挙も３０歳。２５歳は市議会、

国会も含めて出られるわけですけども、被選

挙権がない世代について、若者として位置づ

けて、そこである程度予算の提案権も含めて

持っていただいて、市長に提案していただく、

予算に入れていく、そういう仕組みを持って

います。一方では、市議会というところは年

齢の制限もありますが、男女別限りなくどな

たでも手を挙げることができる。出にくいと

いう問題が多々ありますけれども、その市議

会のあり方との関連も含めて、考えていかな

きゃいけない課題というふうにも思います。

一方では、女性のネットワーク全体を広げて

いく、強めていくことは必要なことですので、

ぜひやっていきたい。

それともう一つ、一つだけつけ加えますと、

この議場に入られて、皆さん、感じると思う

のですけど独特の緊張感があります。それか

らティーズの放送がある。そういう緊張して、

しかも多くの傍聴者の方が、市民の目が見て

いる、記録に残るという場での話し合いと、

そうでないところでの話し合いというのは、

自ずとして意味合いが違ってくるので、そう

いう意味では一日の数時間の女性議会ですけ

れども、非常に集中した、凝縮した責任感の

ある議論のやりとりの場ではあると思うので、

こういう形でのやり方でのもう一つの機能が

あるかなと思っています。

以上です。
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○村田康助副議長 はい、久保田議員。

○久保田久子議員 先ほどの疑問文でもあり

ました市の政策、市が行っている政治等です

ね。そのかかわり合いが少なかったのが私の

中では女性が多いと思っています。男性は、

新聞を読んだりだとか、今市政がどうなって

いるか、国がどう動いているかとか敏感です。

でも女性は性格上なのかわかりませんが、で

きるだけ、「そうなんだ、そういうふうなん

だね」という腑に落ちる方をするのが特徴だ

と思います。そんな女性の声もできるだけ上

げていただく、挙げていただくことによって、

自分たちが市の政策にかかわっていけるとい

うことが、その中から今市役所がこういうこ

とをしてくれたんだ。知らなかったが結構多

いと思います。その中で、何かあったら私た

ちはどこに何を言いにいけばいいのか、具体

的にわかりません。市役所に行ったときに、

どこの部署にこの問題を持っていけばいいの

か、どうぶつけたらいいのか不透明な気がし

ます。それについて具体的に教えていただけ

ると助かります。

○村田康助副議長 広瀬副市長。

○広瀬安信副市長 とても貴重な御発言を

いただいているというふうに思います。恐ら

く、女性とか男性とか限らずに一般市民の方

は、この問題はどこに尋ねたらいいんだろう

か。こうしたことはどこに相談したらいいん

だろうかということを恐らく迷っているんで

すね。的確にそのことを誰に相談するかだと

思いますので、まず市役所のほうにお電話し

てもらうなり、あるいは地域の区長さん、地

域協議会とかいろいろあると思いますが、そ

ういうところに相談してもらうということが、

まずは通じてくるのかなと思います。まず電

話が早いですかね、そうすると、「あ、これ

はどこの課ですね。どこの課で相談できます

ね」ということで繋いでくれますので、一番

簡単なのは電話で、まずは電話していただき

たいということを思います。

○村田康助副議長 久保田議員。

○久保田久子議員 どうもありがとうござい

ます。もし何かありましたら、まず市役所に

御一報をというような形で、皆さんが今困っ

ていることだとか、不安に思っていること、

そして市への要望、そういうことも市役所に

気軽に電話していただけるようになって、そ

ういう社会であるように、そう願っています。

今日は、どうもありがとうございました。

○村田康助副議長 久保田久子議員の質問が

終わりました。

次に、７番目の質問者、岡島百合子議員。

岡島議員。

○岡島百合子議員 それでは、私から発言を

させていただきます。

きょうは「限界集落の過疎化対策につい

て」質問させていただきますが、先ほど前半

で穂積市長さんが「新城市は１５歳から２４

歳ぐらいの流出が多くて、それ以外の世代は

転入がふえている」ということを御答弁され

ておりましたが、私も５０代だった１６年前

に、ほかにはない景観の美しさに魅了され阿

寺・大沢地区に移住してまいりました。その

前、ずっと若いころから山の近くできれいな

ところに住みたいなと思っておりまして、５

年間、長野県を中心に近隣をずっと探してお

りまして、ふとしたことから旧鳳来町の阿寺

地区に行きまして、ちょっと紹介があって

行ったんですが、一回でここに住みたいなと

いうふうに思って、移住してまいりました。

そういう経過でしたので、住んでみますと

思った以上に、想像していた以上にすばらし

くて、地域の皆さんも親切でしたし、別に田

舎暮らしの困るような問題も何も発生しなく

て、毎日すばらしい毎日を過ごすことができ

ております。

さて、本題ですが、阿寺・大沢地区は買い

物や通院などで長篠や新城まで行くためには、

Ｓバスというバスがありますが、本数が少な

く、それから最寄りのバス停から通院先や買
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い物などに行くには、長く歩行できない高齢

者はタクシーの利用となります。買い物弱者

への支援の充実が必要だと思っております。

現在、市から発行されているタクシー利用

助成券というのがあるのですが、１回７００

円の助成だけのために、阿寺・大沢地区から

新城市まで出たりするのには、その何倍も料

金が必要となりますので、皆さん到底利用で

きるものではないと思います。年間の利用限

度額などの設定で活用できるようになればい

いなというふうに考えていまます。

それから阿寺・大沢地区は各住宅周辺の環

境整備ですが、草刈りとか除草とか枝払いな

ど、この道はバスが通るときに曲がり角だか

ら、運転手さんが見にくいから枝払いしとか

なきゃいけないねとか、住民の人たちが共助

といいますか、自助といいますか、そういう

ような形で以前からずっと、そういう活動を

されておりまして、どの家からもお互いの家

が見渡せて、安全・安心をここで住む住民の

手でしっかり実践できていると私は移住して、

びっくりしました。

以前、豊川にいたんですが、そこでは何か

あると「市に頼めばいいね」とか、大体そん

な感じでしたが、移住してみましたら、そう

いうことをどなたも言わなくて、まず自分た

ちでやって、できなかったら頼むというスタ

ンスで動いているなというふうな気がしまし

た。どの家からもお互いの家が見渡せて、安

否確認といいますか、そういうことも含めて

安全・安心をここに住む住民の手でしっかり

と実践できていると本当に思っております。

ですが、気持ちよく暮らしているんですが、

環境のいいこの阿寺地区も、ここ二、三年前

から、村を離れて他の地域に移住される家庭

が出てまいりました。私どものように、少し

高齢になってから移住してくる方もいるんで

すが、出ていかれる方もおられます。理由は、

子供さんの通学問題やひとり暮らしなどです。

ほかの地域への移住者だけでなくて、私もそ

うなんですが５０代で引っ越してきましたが、

もう既に７０になりまして、当時は私たちも

若者扱いされておりましたが、今でもまだ頼

りにされるといいますか、動かなきゃいけな

い年齢ではありますが、その高齢化が進みま

して、住宅周辺や道路脇の草刈りなどもだん

だんできなくなってきております。そういう

ことで放置された田畑も多くなって、環境が

悪化して、新城市では鹿やイノシシやハクビ

シン、猿などがたくさん出没するんですが、

最近は数もふえてきているなというふうに実

感しております。

高齢者が住みなれた地域で一日でも長く、

幸せに自宅で過ごすためには、自分の土地で

自分の役割として家庭菜園などをしながら食

事をつくって、近隣住民と触れ合い、生きが

い、やりがいをもって生き生きと気持ちよく

暮らすことで健康寿命も長くなると考えてお

ります。１０年後には、見渡してみますとさ

らに空き家や空き地が増加して環境の悪化が

予測できます。次の世代の人たちが、この限

界集落にどんどん入ってきてくれるような魅

力ある村づくりに行政にお力をかしていただ

きながら地域住民と一丸となって取り組めた

らよいと願いまして、次のことについて質問

いたします。

質問１、市から発行されているタクシー利

用助成券も１回７００円の助成だけではなく、

年間の利用限度額等の設定での活用ができる

仕組みにはならないでしょうか。

二つ目、近隣住民が、車をシェアして、運

転できる住民がその車で買い物・通院などを

行い、車及び運転手保険・同乗者保険などの

補助金制度の検討はできないものでしょうか。

三つ目、農地などを持たない都会に住む

人々や豊橋技科大学等の学生や多くの留学生

がいますが、その人たちの夏休みなどに、地

域の人材を生かし、地域の人が草刈り機や

チェンソーの講習会を行い、草刈り、草取り、

伐採などをしていただけば、村民との交流と
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なり、活性化されると考えますが、その際の

ボランティア保険とか、温泉が近くにありま

すので温泉券などの補助の仕組みがあればと

考えますがいかがでしょうか。

以上で質問を終わらせていただきます。

○村田康助副議長 穂積市長。

○穂積亮次市長 まずは、阿寺地区を移住先

に選んでいただきまして、すばらしい生活を

送りながら、地域の中にしっかりと溶け込ん

でいただいて、今では地域なくてはならない

拠点をつくっていただいているということで、

本当に頭が下がることでございますし、これ

からも御健康で阿寺地区を盛り上げていただ

けたら、ありがたいと思います。

さて、御質問でございますが、まず最初の

タクシー利用券ですが、実はこの発行、タク

シー利用券の助成の制度が始まりましたのが、

買い物やさまざまな活動で外出の回数が減っ

てしまうような方々に、できるだけ外に出て

くださいという意味合いからタクシー利用券

の制度をつくったと聞いています。この制度

の趣旨は今も変わっていないのですが、市と

して、旧新城地区で始まったものでございま

すが、タクシーが実際に呼んでも阿寺の場合

には来てくれないのではないかと思います。

緊急の場合は別として。そうしたところでタ

クシーの利用券をあげても、実際にタクシー

が来る環境がないという状況なのではないか

と思うんです。そういう意味では、タクシー

利用券の問題もさることながら、もう少し地

域の足として使いやすい足、交通を考えなけ

ればいけないということで、阿寺地区も含め

た鳳来の南部地区では、今現在、デマンド交

通で直接家まで来て、送り迎えをしてくれる

公共交通の足のあり方を今一生懸命検討して

いる段階です。そうした形で地域の足をどう

確保するかというのは、これから喫緊の課題

となってきます。そういう意味でデマンド交

通のあり方も含めて、地域の公共交通のあり

方について、もう少し踏み込んだ対応をして

いかなければならないと思います。

それからタクシーということは同じなんで

すが、介護の方に関しましては、福祉有償輸

送というのが今、鳳来地区でもやっています。

それの御利用も一つ、これは介護認定を受け

ての方でありますけれども、制度があるかな

と思います。

またＳバスの運行のあり方については、地

域公共交通会議の中で、改善点があれば出し

ていただくという形で、毎年見直しをしたり、

ダイヤの改正などを行っていますので、そう

したところで御提案をいただく中で、声を聞

かせていただくのが一番いいのかなと思いま

す。

タクシー利用券の助成についていろいろ御

意見をいただいておりますので、あり方につ

いてはいろいろな見直しの検討をしていきた

いと思いますが、御指摘の阿寺地区について

言いますと、タクシー利用券の問題もさるこ

とながら、もう少し地域公共交通の足の確保

について、踏み込んで対応していくと考えて

いるところです。

それから２番目の運転者、いろんな方が

シェアをしていくときの補助の制度のことで

すけれども、今、実際の岡島議員さんもそう

したことをやっていただいていると聞いてお

りますので、そうした中で出てきた切実な課

題と理解します。一般的には車の場合は保険

の制度に入っていると思いますけれども、い

わゆるＮＰＯ活動が実施する団体の場合には、

さまざまな事例がございますので、その具体

的な事例に応じた補助制度、保険制度という

のを用意していかなければならないと思いま

す。会員制でやるのか、あるいはそうではな

くて有償的にやるのか、いろいろなケースが

ございますので、ぜひその実情に即して御相

談していただきたいなというふうに思います。

それから３点目の草刈り等についてでござ

いますけれども、これについては市でも保険

制度に入っていまして、特に行政区単位で何
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かボランティア活動をやるとか、事業をやる

場合に保険でカバーはする制度にしています。

あとは団体をつくってボランティア保険に

入っていただくというやり方があるかと思い

ますので、これについて市が準備している保

険制度が行政区単位なものですから、行政区

の方と御相談いただいて、行政区が主催する

という形にしていただければ、そこに登録し

ていただければ、その保険がカバーされると

いうことになります。

それから温泉利用券となりますと、ちょっ

とまた制度が変わってまいりまして、さまざ

まな地域通貨であるとか、あるいはボラン

ティア活動に対する何らかの代償として、交

付するものもあります。これは実際に市内の

中でも幾つかあります。例えば、間伐材を

使って、間伐を出したときに地域の商品券で

カバーするとか、そういう事例はありますの

で、それをもしも地域ごとで何か具体的にボ

ランティア活動を若い方たちに、学生さんと

かそういう方たちに夏休みにやっていただく、

そういうときの対価ではありませんけれども、

補助的な呼び水として、例えば、地域の商品

券を使う、あるいは温泉券を使うということ

もアイデアがあれば、それもまた具体的にお

話をしないと、対応できないと思いますので、

よろしく御検討をお願いしたいなと思います。

ボランティアの保険制度については、市で

カバーしているのは、この範囲だということ

で御理解願います。

○村田康助副議長 岡島議員。

○岡島百合子議員 御答弁ありがとうござい

ました。一つ、質問させていただきます。

デマンド交通を検討されているということ

ですが、いろんなスタイルがあるかと思いま

すが、まだそこまで具体的にどういう形のデ

マンドをやっていくんだということが出てい

るのか、いないのかお聞きしたいと思います。

○村田康助副議長 古田総務部長。

○古田孝志総務部長 鳳来地区でのデマンド

交通の検討ですけれども、一昨年ほど前から

始まっておりますが、まだ具体的にどうこう

というところまでは行っておりません。鳳来

南部地区には、長篠山吉田線というＳバスが

走ってますので、それとの共存関係、それか

ら運行の行き先を少し変えたいというような

地元からの要望もありますので、そういった

点を今検討中ということでございます。

○村田康助副議長 岡島議員。

○岡島百合子議員 御答弁、ありがとうござ

いました。

それでは、最後に私の意見を述べさせてい

ただいて、終わりにしたいと思います。

高齢者の事故が増加して、免許証を返そう

という働きかけが非常に多くなっています。

買い物や通院などは生活する上で欠かすこと

ができないため、移動手段として高齢になっ

ても、８０歳になっても、８５歳になっても

運転をやむなく続けたりしております。また、

車に乗ることができない高齢者も多く、デマ

ンド交通を検討されているということで心強

く思っておりますが、実は、デマンド交通は

私も調べてみましたが、３０年以上の歴史が

ありまして、なかなか全国的にも注目されて、

多くの市町村で既に実証実験もしながらス

タートしていると思いますが、バスの役割分

担だとか、乗車率の問題も非常に多かったり、

運賃設定だったり、タクシーとの機能重複の

問題等々、課題が非常に多いんだなというふ

うに思いました。ぜひとも地域に根差した持

続可能な仕組みをつくっていただきたいと思

います。

そして地域交付金ですが、先ほど市長さん

のほうからもお話があったと思いますが、私

は鳳来の南部地域自治区に属しておりますが、

鳳来南部地域計画骨子の実施計画案の中に

「住みよい環境を目指すまちづくり」という

基本目標の施策がありまして、その中に「地

域草刈り対策」や「耕作放棄地を有効活用し

ます」や「地域ニーズに合った公共交通づく
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りをします」などがありまして、南部地域の

多くの皆さんが住みやすい環境づくりに一生

懸命取り組んでおられることをこの女性議会

の勉強を通じて、知ることができました。

先だって、豊橋市の自治会が「お互いさま

の会」を立ち上げて１０年も活動を続けてお

られることをある新聞で目にしました。会に

協力する協力会員は４０代から８０代の方で

すが、１１７人にもなって日常生活上の

ちょっとした困り事をお手伝いする仕組みで

すが、買い物だとか手伝い、掃除、ペットの

えさやりなど３０分当たり１００円で支え合

い活動をしているというニュースでした。こ

ういった先行事例なども参考に地域活動交付

金も視野に入れて、限界集落というのではな

く、暗くなりそうなネーミングですが、限界

集落の定義を見ますと、まさしく阿寺はその

全ての定義に当てはまっているなというふう

に思いますが、地域で支え合いながら心豊か

に暮らしていけるような活動をしていきたい

と思います。

以上で私からの発言を終了いたします。あ

りがとうございました。

○村田康助副議長 岡島百合子議員の質問が

終わりました。

次に８番目の質問者、新田千恵子議員。

新田議員。

○新田千恵子議員 よろしくお願いします。

それでは私からの質問です。テーマは「地

域自治区地域活動交付金について」です。

私は千郷地区で小学生とこども園に通う３

人の子供を育てています。そして、今年度は

地域の子供たちが集うミニバスケットボール

チームの代表を務めています。この活動は子

供たちの健康な体をつくることだけでなく、

友達や地域の人たちと輪をつくり、この地に

愛着を持ちながら成長していくためにはとて

も貴重な場であると思いますので、これから

も大切にしていきたいと思っています。

そんなとき、前代表から「地域活動交付金

という制度があるらしいから手を挙げてみな

いか」とアドバイスがあり、市役所に出向き

この交付金についての説明を受けました。実

際に話を聞いてみると、当初、私が思ってい

たものとは大きく違うものでした。私たちの

ように地域で活動する人にとって、資金的な

援助やＰＲの協力を受けることができるとい

うことで、とてもよい制度であると思い申請

することにしました。書類作成のために何度

か市役所に足を運び、プレゼンをして、この

交付金を受け取ることが決まり、今年度はバ

スケットボールという小さな世界だけではな

く、地域の世代を超えた方々と交流をしなが

ら楽しく活動させていただいています。交付

金の申請のために、チームみんなで企画する

ことも楽しく、保護者同士がより仲よくなり、

またチームワークも膨らみ、活動がより活発

になっていることを実感しています。そして

とても感謝しています。

地域の皆さんに認められ、地域で育まれて

いる活動となっていると感じながらも、この

活動交付金のことを教えてもらうまで全く知

らなかったことを改めて思い返しました。と

てもよい制度なのに、なぜ知らなかったのか、

余り周知されていないのではないかと思いま

す。また、プレゼンをしたときも、子育て中

や働き盛り世代の発表者は少なく、年配の団

体かこども園関係者のみでした。もっと幅広

い世代が利用しやすくなるといいと思います。

私は、たまたまパートで働いていたので、平

日の日中も割と動きやすかったですが、日中

働いている人には、平日の昼間に何度か市役

所に来るというのは大変かと思います。より

多くの人に新しいことで活用されるべきだ

と考えますが、制度を知った上でも行動に移

せない方も多いのではないかと思います。ま

た、さまざまな問題もあるかと思います。と

てもよい事業だったので、もっといろいろな

人に知ってもらって活用してもらいたいです。

では、そこで二つ質問をします。
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一つ目、現在、この交付金を活用している

方の世代が偏っているように思いますが、ど

のようにしたらもっと幅広い世代の市民に、

この制度を周知できるとお考えですか。

二つ目、地域活動交付金のことをわってい

て、活用したいけれども実行できない方への

サポートや説明などが不足しているとは、お

考えですか。

以上です。御回答をよろしくお願いします。

○村田康助副議長 穂積市長。

○穂積亮次市長 新田議員さんの地域活動交

付金の体験というのは、私どもが地域活動交

付金でやりかったこと、こうしたことができ

ればなと思っていた狙いどおり、狙いそのも

のの体験だとお聞きし、大変うれしく心強く

思いました。特に、地域活動交付金を使うこ

とによって、地域での皆さんの活動の認知、

認められること。そして、それを通じて仲間

同士の輪がさらに広がっていくこと。さらに

活動に大きな拍車がかかっていくことにつな

がれば、これほどうれしいことはありません。

その体験に基づいて、いろいろ感じられたこ

とだと思いますので、しっかりと聞かせてい

ただきました。ありがとうございます。

地域活動交付金事業ですが、これまで５年

間もう６年目なるんですけど、過去５年間で

５２１の事業が行われてきて、ことしも９４

件。大体１年で１００件近い活動が、今１０

の自治区がございますけど、その１０の自治

区として全体として行われています。一つの

活動に少なくとも１０人以上の方がかかわっ

ておられるので、年間でいいますと１，００

０人以上の方がこの活動交付金を使って、実

際に動いているということになります。それ

は非常に大きな宝物だと私どもは思っていま

すので、これからもさらに使い勝手のいいも

のにしていきたいという思いであります。

そこで年代的に偏っているんじゃないかと

いう御指摘です。確かにそういう面もありま

すが、同時に徐々に広がってきておりまして、

他の地区では例えば、ＰＴＡの活動、子供会

の活動、あるいは消防団や地元のスポーツ

チームの子供太鼓、手づくりパン教室、青年

会、あるいは婚活活動等にもかなり使われて

きていまして、そういう意味では徐々に浸透

してきているのかなという思いがありますが、

同時に地域活動交付金の事業の一番の母体に

なっているのが、地域自治区、地域協議会と

いう団体があります。その地域協議会という

のは、地域の活動交付金の審査をしていただ

いたり、あるいはいろんな地域自治区の予算

を決めたりする組織ですけれども、その地域

協議会の構成というのは、やはりどうしても

地域に日常的にかかわっておられる区長さん

とか、役員の方とかそういう方がどうしても

多いのが実情ですので、その方たちのルート

を通じて、御案内をしているのが実情ですの

で、どうしても出だしとしては、そういう面

も見られるのかなと思いますが、私どもとし

てはさらに広い世代、広い層の方々がこの地

域活動の交付金や地域自治区の活動にかか

わっていただいて、していただきたい。

先ほどこども園のお話がありましたが、実

はそのこども園についても、もっとこども園

の世代の方に利用していただきたいというこ

とで、こども未来課の者が、あるいは地域自

治区の担当の者が保護者会に出向いて、こう

いう制度があるのでぜひ、使ってくださいと

いうのをアナウンスして、その結果いろんな

こども園の方、保護者会から使ってもらえた

という経過がありますので、こういう面では

もっと女性議会もそうですが、まだまだ声が

届いていない。あるいはまだまだかかわりを、

我々との関わりが薄いところも含めて、広げ

ていくように努力していきたいと思いますの

で、今後また皆さんの声を聞きながら、周知

を徹底していきたいと思います。

それから２番目の周知といいますか、説明

が不足しているのではないかということです

が、これは非常に永遠の課題みたいなところ
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があって、我々が制度をつくり、それを広報

等、あるいはホームページでお知らせをする。

けれども日常的にホームページを見たり、広

報を読む人というのは限られている。なかな

か伝わっているようで、伝わってない。伝

わって、初めてそんなのあったのということ

を知るというのが実態だと思うんですね。こ

れは、じゃあ毎日毎日ＮＨＫテレビでニュー

スをやるようにこの地域活動交付金、交付

金って、毎日テレビでやればいいんですが、

そういう広報手段を持っていない中でやると

なると、どうしても地域の自治会の皆さんと

か、議員さんとかあるいは広報誌だとかホー

ムページを通じてやっています。それでもか

なわないところをできるだけ出かけていって、

足を運んで活動交付金が必要とされるような

方々のところにアクセスするように努力して

いきたいと思います。地域の地区には担当職

員がいますので、そうした担当職員が積極的

に出向いていって、もっともっと周知ができ

るように。そして使い勝手のいい制度にして

いけるようにしていきたいというふうに思い

ます。

全般的には、直接こうすればすぐに改善で

きるという方法がないんですけれども、ただ

私どものとしては５年間やってきて、ある程

度の蓄積ができてきましたので、その中から

出てきたいろいろ改善点を浮かび合わせなが

ら、より広い世代、若い世代、女性も含めて

使いやすいような制度にしていきますので、

ぜひ逆に言うと新田議員さんたちからも、こ

の点をこうするともっと使いやすいよ、ある

いは、こういうふうにすれば、ここにアクセ

スすれば情報が伝わるよということについて、

教えていただいたり、御提案いただければあ

りがたいなと思います。また、そのうえで御

意見があれば、お聞かせいただきたいなと思

います。

○村田康助副議長 はい、新田議員。

○新田千恵子議員 穂積市長、ありがとうご

ざいました。

千郷地区は主に若い方の使用が非常に少な

いかと思うのですけど、地域協議会の人たち

が集まる場所だけではなくて、いろんな幅広

い世代が集まるような場所での説明会である

とか、情報を発信できる場所などはできない

かなと思うんですけど、そこはどう思われま

すか。

○村田康助副議長 穂積市長。

○穂積亮次市長 はい。そのような場があれ

ば、出向いていくようにしますし、お伝えで

きるようなところは可能な限り伝えます。同

時に、市役所側とそうした住民の活動の皆さ

んとの間に、必ずしも日常的にコネクション

があるわけではないので、我々の側も情報が

不足しているという面があります。そういう

点では、例えば、新田議員さんたちが持って

おられるネットワークの中にこの情報を投げ

込んでもらえれば、より伝わりやすいよ。あ

るいはＬＩＮＥ仲間とかいろいろあると思い

ますけど、そういうところに載せる方法につ

いて、御相談に乗っていただきたいというの

もありますし、そうした場面にどんどん出向

いていくようにしたいと思います。よろしく

お願いします。

○新田千恵子議員 ありがとうございました。

最後に、これはとてもやりがいがあって、

とても楽しかったので、ほかの人にもぜひ活

用してもらいたいですし、例えば、体育館使

用ってあるんですけど、大きな団体が体育館

を結構使用してて、そういうときに代表者の

人もすごく集まっているので、そういったと

ころで私も言っていければいいなと思います。

ありがとうございました。

○村田康助副議長 新田千恵子議員の質問が

終わりました。

以上で、通告者の質問が終わりました。女

性議会一般質問を終了します。

それではここで丸山新城市議会議長から本

日の講評をいただきます。
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丸山議長。

○丸山隆弘市議会議長 市議会議長の丸山で

す。よろしくお願いいたします。

本日は、皆様方本当に１５分という時間に

限りがありましたけれども、しっかりと皆さ

ん方の主張が届きまして、私ども新城市議会

としましても、またいろんな形で今後政治に

活かしていきたいなと、こんなまず感想を

持っております。

それから、私自身小さな行政区におりまし

て、約３０軒余りでありまして、阿寺・大沢

地区の先ほどの御発言の方もいらっしゃいま

したが、非常に日ごろ、いろいろ何かやるに

しても大変な状況が今つくられているのがあ

ります。何はともあれ、本当に自治体そのも

の、こういう新城市というまちが存続させる

ためには、やはり諦めてはいけないというこ

とであります。諦めた時点でもう消滅してい

るというのが、今までの世の流れです。時代

背景にもあると思います。

そんな中で、私ども新城市議会はこの場所

でいつも喧喧諤諤な議論をさせていただいて

ますけれども、ティーズで今情報公開させて

いただいて、情報発信をさせていただいてお

ります。そういう中で、今後女性ならではの

視点といいますか、本当に今日はそういう面

で十分に発揮されたと思います。市民参加

これが何よりも一番大切であります。私ども

新城市議会は今、議会改革というところで大

きく重点を置いて、大きな改善をしていこう

ということで議会全体で今、取り組んでおり

ます。

例えばでありますけれども、愛知県の中に

犬山市という市があります。そこの犬山市の

議長さんが、ビアンキ・アンソニーといって、

旧アメリカのニューヨーカーでありますけれ

ども、その方が国籍を日本に移していただい

て、現在３期目に入って、来年の５月にまた

選挙ですけど議長さんをやっておられます。

アメリカ流の議会運営の仕方といいまして、

アメリカはやはり市民が議会に参加して、直

接意見を述べていただける。こういう機会が

たくさんあるということです。そういう中で

犬山市はその手法がとられていて、市民参加、

「直接、市民の皆さん、どうぞこの議会に来

ていただいて発言をお願いします」というよ

うな、そんな場がつくられて現在、十分な地

域自治が発揮されているように聞いてます。

ちょうど１１月の半ばぐらいでしたか、栃

木県の宇都宮というところで全国の市議会議

長会というのがありまして、各議長さんが集

まって、事例発表の会がありました。その席

でそのビアンキさんがお話をされました。ま

ことに全国に共鳴するような中身でありまし

て、きょうのこういう女性議会の皆様方が主

張してくださったこと、これを先ほど市長さ

んもおっしゃっておられましたが、久保田さ

んの質問でもありましたけど、今後の女性議

会の生かし方、その辺について、私たち議会

もしっかりと市の行政と手を組んでサポート

できれば、こういうふうに思っております。

終了次第、またいろいろ御提案を市長さんに

も、副市長さんにも、また担当の部長さんに

も、それから課長さんにも既にお願いをして

ありますけれども、皆様方と時期がそろえば

ディスカッションなり、またいろんな政策を

前に進められるような、そんなことをしてま

いりたいなと思っております。

また先ほど、全国事例をちょっと言いまし

たけれども、その中でも東京の板橋区という

ところがあるんですけれども、そこから広島

の瀬戸内海のミカン農家に嫁がれた女性の方

がいらっしゃいました。その方が主張されま

した。その女性の方は今、４期目。ちょうど

２週間ほど前に選挙があって、４期目に入っ

てございますが、議長さんをやっています。

その方は、大都会から田舎のまちへ移られて、

非常にいろいろ参考になったと。要するに朝

から晩までミカン農家で働いてらっしゃるの

で、大変手も荒れたり、またいろんな形で体
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自身も影響があるような、寒いところでも作

業するという、そういうところに嫁がれたそ

うであります。そして、もう１０年、２０年

ほどたって、今４０代の方でありますが、そ

ういう現場を見て、何とか女性の権利も含め

て、本当にこの地域をよくしていきたいとい

う思いが強くなって、そしたら周りが出てく

れんかということで選挙に出られて、４期目

に入っておられる方もいらっしゃいます。本

当にこういう全国事例というのはいろいろあ

りますけど、一人一人のドラマであります。

人生そのものドラマでありますので、それが

議会議員として働いてらっしゃるとか、それ

とまたいろいろ提案型のシンクタンクのこう

いう形で進めていかれる。そしてまたいろい

ろな社会の中で貢献されていかれるのか、い

ろいろな方々がいらっしゃいますけど、先ほ

ど、花畠さんがおっしゃったように、この議

場の中でも花開くような、１８人の定数の半

分が女性であられるような、そんな環境がつ

くられれば一番ありがたいと思います。本当

にすばらしい新城をつくるためにも、今後の

御活躍を御祈念申し上げまして、私からの挨

拶とさせていただきたいと思います。

本日は、ありがとうございました。

○村田康助副議長 ありがとうございました。

以上をもちまして、平成３０年度新城市女

性議会を閉会いたします。

皆様、御苦労さまでした。

閉 会 午後３時２６分


